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(57)【要約】
【課題】足のセンサを省略して利便性を向上させる。
【解決手段】装着者の大腿部に沿うように２つの回転駆
動部４０からそれぞれ延長されて、アシスト動作時には
回転駆動部４０で発生された駆動トルクを装着者の大腿
部に伝達するための回転軸を有する２つの大腿部フレー
ム４４と、各回転駆動部４０Ａ、４０Ｂに設けられた、
回転軸の回転角度に関する情報を検出するための回転検
出部４２Ａ、４２Ｂと、各回転駆動部４０Ａ、４０Ｂの
駆動電力を供給するための本体電源部３０と、装着者の
動作を検出するための３軸加速度センサと３軸ジャイロ
センサを有する６軸センサ７０と、回転検出部４２Ａ、
４２Ｂで検出された回転角度情報に基づき得られた各回
転駆動部４０Ａ、４０Ｂの回転角度と、６軸センサ７０
で検出された装着者の動作に基づいて、回転駆動部４０
で発生させる駆動トルクの大きさを決定し、回転駆動部
４０を制御するための本体制御部２１とを備える。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　装着者の動作を補助するアシスト動作を提供するためのパワーアシストロボット装置で
あって、
　装着者の腰部の左右方向両側近傍にそれぞれ配置され、装着者の上体及び大腿部の動き
に従い、上体及び大腿部の動きを補助する駆動トルクを発生するための２つの回転駆動部
と、
　装着時に装着者の大腿部に沿うように前記２つの回転駆動部からそれぞれ延長されて、
アシスト動作時には前記回転駆動部で発生された駆動トルクを装着者の大腿部に伝達する
ための回転軸を有する２つの大腿部フレームと、
　各回転駆動部に設けられた、回転軸の回転角度に関する情報を検出するための回転検出
部と、
　各回転駆動部の駆動電力を供給するための本体電源部と、
　装着者の動作を検出するための３軸加速度センサと３軸ジャイロセンサを有する６軸セ
ンサと、
　前記回転検出部で検出された回転角度情報に基づき得られた各回転駆動部の回転角度と
、前記６軸センサで検出された装着者の動作に基づいて、前記回転駆動部で発生させる駆
動トルクの大きさを決定し、該回転駆動部を制御するための本体制御部と、
を備えるパワーアシストロボット装置。
【請求項２】
　請求項１に記載のパワーアシストロボット装置であって、さらに、
　前記６軸センサを収納する制御ユニットと、
　前記２つの回転駆動部を接続する腰部フレームと、
　前記腰部フレームと接続された、装着者の腰部に装着するための腰サポートベルトと
を備え、前記腰部フレーム上の前記回転駆動部と離間された位置に前記制御ユニットを設
けてなるパワーアシストロボット装置。
【請求項３】
　請求項２に記載のパワーアシストロボット装置であって、さらに、
　パワーアシストロボット装置を装着者に装着した際、装着者の上体背面に接触する上体
フレームと、
　前記上体フレームと腰部フレームとを連結するための、一方向に延長された連結フレー
ムと
を備え、
　装着時の側面視において、前記上体フレームが、前記連結フレームの延長方向に対して
傾斜角度α
０＜α＜３０°
にて傾斜して固定されてなるパワーアシストロボット装置。
【請求項４】
　請求項３に記載のパワーアシストロボット装置であって、
　装着時の正面視において、前記腰フレームの側面が鉛直方向に対して傾斜角度β
０＜β＜１０°
となるよう、傾斜して固定されてなるパワーアシストロボット装置。
【請求項５】
　請求項１～４のいずれか一項に記載のパワーアシストロボット装置であって、さらに、
　装着者が求めるアシスト動作の入力を受け付けるための動作種別入力部を備え、
　前記動作種別入力部から入力されたアシスト動作の動作種別に基づいて、前記本体制御
部が該動作種別に応じたアシスト動作を行うよう、前記回転駆動部を制御してなるパワー
アシストロボット装置。
【請求項６】
　請求項５に記載のパワーアシストロボット装置であって、
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　前記動作種別入力部が、アシスト動作として、装着者の歩行、持上げ、中腰姿勢、急激
な姿勢の変化に対向する抗力を生じさせて該変化を緩衝させるダンパー動作のいずれかを
選択可能に構成してなるパワーアシストロボット装置。
【請求項７】
　請求項１～６のいずれか一項に記載のパワーアシストロボット装置であって、さらに、
　アシスト動作に関する動作パラメータを保持するための本体側メモリ部を備え、
　前記本体側メモリ部が、一の装着者に対する一のアシスト動作を構成する複数の動作パ
ラメータの組みをパラメータセットとして、複数のパラメータセットを保持可能に構成し
てなるパワーアシストロボット装置。
【請求項８】
　請求項７に記載のパワーアシストロボット装置であって、
　前記本体側メモリ部に保持された動作パラメータを更新する際に、パラメータセットを
構成する動作パラメータを一ずつ更新するよう構成してなるパワーアシストロボット装置
。
【請求項９】
　請求項１～８のいずれか一項に記載のパワーアシストロボット装置であって、
　前記本体制御部が、所定の時間以上、予め定められた動作又は姿勢を装着者が継続して
いることを検出した場合に、アシスト動作の提供を停止するよう構成してなるパワーアシ
ストロボット装置。
【請求項１０】
　請求項１～９のいずれか一項に記載のパワーアシストロボット装置であって、さらに、
　前記本体電源部の電源電流を検出するための電流検出部を備えており、
　前記電流検出部で検出された電源電流が所定の電流値以上になったことを検出すると、
前記本体制御部が、アシスト動作の制限又は停止を行うよう制御してなるパワーアシスト
ロボット装置。
【請求項１１】
　請求項１～１０のいずれか一項に記載のパワーアシストロボット装置であって、さらに
、
　前記本体制御部の温度に関する情報を検出するための温度検出部を備えており、
　前記温度検出部で検出された温度情報に基づいて得られた前記本体制御部の温度が所定
値以上になったことを検出すると、前記本体制御部が、アシスト動作の制限又は停止を行
うよう制御してなるパワーアシストロボット装置。
【請求項１２】
　請求項１～１１のいずれか一項に記載のパワーアシストロボット装置であって、さらに
、
　装着者の一方の手に装着可能な手ユニットと、
　前記手ユニットと無線通信するための本体無線通信部とを備え、
　前記手ユニットは、
　　装着者の一方の手の指で操作可能な指センサ部と、
　　前記指センサ部で検出した検出信号を、前記本体無線通信部に対して無線で送信する
ための指側無線送信部と、
　　前記指センサ部及び指側無線送信部の駆動電力を供給するための指電源部と、
を備え、
　前記指側無線送信部は、本体無線通信部に対して、検出信号を送出すべきタイミングで
、周波数ホッピング方式にて検出信号を送出するよう構成してなるパワーアシストロボッ
ト装置。
【請求項１３】
　請求項１２に記載のパワーアシストロボット装置であって、
　前記指側無線送信部は、本体無線通信部に対して、Bluetooth（商品名）Low Energyに
準拠した無線通信方式にて検出信号を送出するよう構成してなるパワーアシストロボット
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装置。
【請求項１４】
　請求項１～１３のいずれか一項に記載のパワーアシストロボット装置であって、
　前記大腿部フレームは、装着者の足に装着されて前記回転駆動部のアシスト力を足に伝
達するための足受け部を備え、
　前記足受け部は、硬質の部材で構成され、
　さらに前記足受け部は、前記大腿部フレームと、足受け部揺動軸を介して揺動自在に固
定されてなるパワーアシストロボット装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、パワーアシストロボット装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　農作業や医療、介護の分野、あるいは建築、土木作業や流通分野等において、パワーア
シストロボット装置の研究開発が進められている。パワーアシストロボット装置は、パワ
ーアシストスーツ等とも呼ばれ、装着者の労力軽減のため、特に高齢者社会を前に切望さ
れている。そこで本発明者らは、パワーアシストロボット装置の研究を継続的に行い、少
ない駆動源で重量物の持ち上げ動作や歩行動作を補助しつつ、装着者の動作を妨げないパ
ワーアシストロボット装置の研究開発を行ってきた（例えば特許文献１参照）。
【０００３】
　特許文献１に示すパワーアシストロボット装置を、図２０の側面図と図２１のブロック
図に、それぞれ示す。これらの図に示すパワーアシストロボット装置は、電動モータ１０
１と、上体アシストアームと、下肢アシストアームとを備える。
【０００４】
　電動モータ１０１は、装着者の腰部の左右方向両側近傍にそれぞれ配置され、上体及び
大腿部の動きを補助するための駆動トルクを発生させる。各下肢アシストアームは、一端
部が電動モータ１０１の回転軸に固定され、他端部が大腿部の側部に装着される。装着者
の胸部に装着される上体アシストアームと、２つの電動モータ１０１を両端部でそれぞれ
保持し、装着者の腰部に装着されるメインフレームとは、上下軸線まわりに回転自在な受
動回転軸１３５及び前後軸線まわりに回転自在な受動回転軸１２４によって連結される。
上体アシストアームは、装着者の胸部に装着され、２つの電動モータ１０１の駆動力を装
着者の胸部に伝達する胸部ガイド１２９を含み、胸部ガイド１２９は、可撓性を有する。
【０００５】
　図２１に重作業用アシストスーツ１０００に含まれる制御機器の構成を示す。重作業用
アシストスーツ１０００に含まれる制御機器は、本体ユニット１１００と、２つのモータ
ドライバユニット１２０１、１２０２と、右足底ユニット１３００と、左足底ユニット１
４００と、ハンディ端末装置（以下「ハンディ端末」という）１５００と、バッテリユニ
ット１６００と、右手スイッチユニット１７００と、左手スイッチユニット１８００とを
含む。右足底ユニット１３００は、装着者の右側の靴底に装着され、左足底ユニット１４
００は、装着者の左側の靴底に装着される。パラメータ入力部であるハンディ端末１５０
０は、携帯型の端末装置であり、装着者の右手あるいは左手によって保持されて操作され
る。ハンディ端末１５００は、たとえばスマートフォンによって実現される。右手スイッ
チユニット１７００は、手袋型に構成され、装着者の右手に装着される。また、左手スイ
ッチユニット１８００は、手袋型に構成され、装着者の左手に装着される。
【０００６】
　また両足のつま先側と踵側にそれぞれ、床反力を検出するための爪先スイッチ１４３及
び踵スイッチ１４４を備えている。各モータドライバ１２１，１２２から送られてくる左
右の股関節角度や、右足底ユニット１３００から送られてくる爪先スイッチ１３３及び踵
スイッチ１３４による検出結果、及び左足底ユニット１４００から送られてくる爪先スイ
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ッチ１４３及び踵スイッチ１４４による検出結果に基づいて、装着者による歩行動作、上
体動作及び中腰動作の各動作を解析することによって、装着者が意図する動作を判断する
ために必要なパラメータを生成する。これら、足の裏側に設けられた４つのスイッチから
の情報は、第一無線通信部１１１０を介して無線通信により中央制御部１１３０に送出さ
れる。
【０００７】
　しかしながら、複数のセンサスイッチを手足に装着するのは手間がかかる。特に足の裏
にセットするスイッチは、各足の先端と踵の２箇所、両足で４箇所もある上、これらを本
体ユニット１１００と常時通信させる必要がある。また、同じ作業場で複数の装着者がパ
ワーアシストロボット装置を使用しようとすれば、通信が混線しないよう、各装着者のパ
ワーアシストロボット装置間でも周波数を異ならせねばならず、複数台のパワーアシスト
ロボット装置を同時に使用することが困難であるという問題もあった。
【０００８】
　また、センサスイッチは靴の中敷きの底にセットされる構造であるため、スイッチが常
時押圧されるため耐久性の問題もある。またセンサスイッチ付きの中敷きを複数人数で共
用することが想定され、衛生面でも問題もある。さらには装着者の足のサイズが異なるた
め、正確に指先と踵に配置するよう、位置決めを行う必要がある。いいかえると、左右の
足を逆にすることができず、右用、左用に専用の靴となる上、装着者毎に足のサイズや形
状に応じて最適位置が異なるため、共通の足スイッチを複数の装着者で共有することもで
きなかった。加えて、スイッチ類を駆動するための電力は電池で供給されるところ、足の
スイッチは装着者の状態を把握するため、常時無線で信号を本体側に送出する必要があり
、電池の消耗が激しい。よって頻繁に二次電池の充電や交換といった作業が必要となり、
利便性が悪いという問題があった。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００９】
【特許文献１】特開２０１６－１５０４２０号公報
【非特許文献】
【００１０】
【非特許文献１】佐野和男「健常者の歩行と持ち上げ動作支援のための電動式パワーアシ
ストの機構と制御に関する研究」和歌山大学<http://repository.center.wakayama-u.ac.
jp/detail/196720160121143908>
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１１】
　本発明はこのような背景に鑑みてなされたものであり、その目的の一は、足のセンサを
省略して装着者の利便性を向上させたパワーアシストロボット装置を提供することにある
。
【課題を解決するための手段及び発明の効果】
【００１２】
　本発明の第１の形態に係るパワーアシストロボット装置によれば、装着者の動作を補助
するアシスト動作を提供するためのパワーアシストロボット装置であって、装着者の腰部
の左右方向両側近傍にそれぞれ配置され、装着者の上体及び大腿部の動きに従い、上体及
び大腿部の動きを補助する駆動トルクを発生するための２つの回転駆動部と、装着時に装
着者の大腿部に沿うように前記２つの回転駆動部からそれぞれ延長されて、アシスト動作
時には前記回転駆動部で発生された駆動トルクを装着者の大腿部に伝達するための回転軸
を有する２つの大腿部フレームと、各回転駆動部に設けられた回転軸の回転角度に関する
情報を検出するための回転検出部と、各回転駆動部の駆動電力を供給するための本体電源
部と、装着者の動作を検出するための３軸加速度センサと３軸ジャイロセンサを有する６
軸センサと、前記回転検出部で検出された回転角度情報に基づき得られた各回転駆動部の
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回転角度と、前記６軸センサで検出された装着者の動作に基づいて、前記回転駆動部で発
生させる駆動トルクの大きさを決定し、該回転駆動部を制御するための本体制御部とを備
えることができる。上記構成により、従来必要とされていた床反力を検出するための足底
に設けるセンサスイッチを無くしても、６軸センサで装着者の動作を検出することにより
適切なアシスト動作を行うことが可能となる。また、足底のセンサスイッチを不要とした
ことで、個人差を低減でき、従来は困難であった、複数の装着者が共通のパワーアシスト
ロボット装置を使用可能とする環境を提供できる。さらに従来必要であった足底のセンサ
スイッチと本体制御部との無線通信も不要とできるので、各センサスイッチを常時駆動さ
せるための電力を供給するための電池を不要にでき、構成の簡素化や軽量化、低コスト化
に資する。
【００１３】
　また、第２の形態に係るパワーアシストロボット装置によれば、さらに前記６軸センサ
を収納する制御ユニットと、前記２つの回転駆動部を接続する腰部フレームと、前記腰部
フレームと接続された、装着者の腰部に装着するための腰サポートベルトとを備え、前記
腰部フレーム上の前記回転駆動部と離間された位置に前記制御ユニットを設けることがで
きる。上記構成により、６軸センサを装着者の腰部に腰サポートベルトでもって密着させ
ることができる。これにより、従来は腰部の左右に配置されたモータの回転軸に設けられ
たロータリーエンコーダで検出された回転角度のみで装着者の姿勢や足の動きを把握して
いたところ、モータの回転軸と装着者との追従性が悪く、足の角度によっては足とモータ
との間の遊びによって検出角度に誤差が生じていた問題を、腰部フレーム上に配置した６
軸センサを併用することで、足の動きによらず安定的に装着者の姿勢を検出できるように
なり、精度を向上させることが可能となる。
【００１４】
　さらに、第３の形態に係るパワーアシストロボット装置によれば、さらにパワーアシス
トロボット装置を装着者に装着した際、装着者の上体背面に接触する上体フレームと、前
記上体フレームと腰部フレームとを連結するための、一方向に延長された連結フレームと
を備え、装着時の側面視において、前記上体フレームが、前記連結フレームの延長方向に
対して傾斜角度α（０＜α＜３０°）にて傾斜して固定することができる。上記構成によ
り、装着者の体型に沿うような、くの字状のフレームとして、パワーアシストロボット装
置を装着者に密着させて追随性を向上させることができる。
【００１５】
　さらにまた、第４の形態に係るパワーアシストロボット装置によれば、装着時の正面視
において、前記腰フレームの側面が鉛直方向に対して傾斜角度β（０＜β＜１０°）とな
るよう、傾斜して固定できる。上記構成により、正面視において装着者の人体の体型に沿
うようにハの字状に腰部フレームを固定することで、装着者と腰部フレームとの親和性を
向上させることができる。
【００１６】
　さらにまた、第５の形態に係るパワーアシストロボット装置によれば、さらに装着者が
求めるアシスト動作の入力を受け付けるための動作種別入力部を備え、前記動作種別入力
部から入力されたアシスト動作の動作種別に基づいて、前記本体制御部が該動作種別に応
じたアシスト動作を行うよう、前記回転駆動部を制御できる。上記構成により、装着者が
必要とするアシスト動作が明示的に示される結果、従来のように装着者の動作から必要な
アシスト動作の種別を推測して、必要な機能を切り分ける処理を不要とでき、パワーアシ
ストロボット装置側の処理を簡素化できる上、誤動作も排除できる利点が得られる。また
、不要なアシスト動作をＯＦＦすることで、安全性も高めることができる。
【００１７】
　さらにまた、第６の形態に係るパワーアシストロボット装置によれば、前記動作種別入
力部が、アシスト動作として、装着者の歩行、荷揚げ、中腰姿勢、急激な姿勢の変化に対
向する抗力を生じさせて該変化を緩衝させるダンパー動作のいずれかを選択可能に構成で
きる。上記構成により、装着者が必要とするアシスト動作を選択式とすることで、必要な
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アシスト動作を簡便に呼び出すことが可能となり、操作性や使い勝手が向上する。
【００１８】
　さらにまた、第７の形態に係るパワーアシストロボット装置によれば、さらにアシスト
動作に関する動作パラメータを保持するための本体側メモリ部を備え、前記本体側メモリ
部が、一の装着者に対する一のアシスト動作を構成する複数の動作パラメータの組みをパ
ラメータセットとして、複数のパラメータセットを保持可能に構成できる。上記構成によ
り、共通のパワーアシストロボット装置で複数の装着者のアシスト動作に対応することが
可能となる。また、同じ装着者であっても、異なるアシスト動作に対して使用可能とでき
る。
【００１９】
　さらにまた、第８の形態に係るパワーアシストロボット装置によれば、前記本体側メモ
リ部に保持された動作パラメータを更新する際に、パラメータセットを構成する動作パラ
メータを一ずつ更新するよう構成できる。上記構成により、動作パラメータの一斉更新を
行わないことで、一の動作パラメータを変化させた後のアシスト動作の様子を確認しなが
ら更新するようにしたことで、リアルタイムで動作パラメータの変化を把握して、試行錯
誤により動作の最適化や動作不良の原因の特定もしやすくなり、安全性を向上できる。
【００２０】
　さらにまた、第９の形態に係るパワーアシストロボット装置によれば、前記本体制御部
が、所定の時間以上、予め定められた動作又は姿勢を装着者が継続していることを検出し
た場合に、アシスト動作の提供を停止するよう構成できる。上記構成により、通常の使用
用途では起こり難い動作や姿勢を検出した場合にアシスト動作の停止させることで、安全
性を高めることができる。例えばパワーアシストロボット装置を装着したまま車の運転を
するといった事態を避けたり、着座したらアシスト動作は不要と判断して電源をＯＦＦに
するといった制御が可能となる。
【００２１】
　さらにまた、第１０の形態に係るパワーアシストロボット装置によれば、さらに前記本
体電源部の電源電流を検出するための電流検出部を備えており、前記電流検出部で検出さ
れた電源電流が所定の電流値以上になったことを検出すると、前記本体制御部が、アシス
ト動作の制限又は停止を行うよう制御できる。上記構成により、電流値をモニタすること
で本体電源部の異常を検出し、緊急停止する等の安全機構を実現できる。
【００２２】
　さらにまた、第１１の形態に係るパワーアシストロボット装置によれば、さらに前記本
体制御部の温度に関する情報を検出するための温度検出部を備えており、前記温度検出部
で検出された温度情報に基づいて得られた前記本体制御部の温度が所定値以上になったこ
とを検出すると、前記本体制御部が、アシスト動作の制限又は停止を行うよう制御できる
。上記構成により、本体制御部の温度をモニタすることで本体制御部の異常を検出したり
、非常時に緊急停止する等の安全機構を実現できる。
【００２３】
　さらにまた、第１２の形態に係るパワーアシストロボット装置によれば、さらに装着者
の一方の手に装着可能な手ユニットと、前記手ユニットと無線通信するための本体無線通
信部とを備え、前記手ユニットは、装着者の一方の手の指で操作可能な指センサ部と、前
記指センサ部で検出した検出信号を、前記本体無線通信部に対して無線で送信するための
指側無線送信部と、前記指センサ部及び指側無線送信部の駆動電力を供給するための指電
源部とを備え、前記指側無線送信部は、本体無線通信部に対して、検出信号を送出すべき
タイミングで、周波数ホッピング方式にて検出信号を送出するよう構成できる。上記構成
により、装着者の手で得た情報を、常時通信させるのでなく必要なタイミングで送出する
ことにより、電力消費量を低減できる。また周波数ホッピング方式を利用することで、従
来のように無線通信毎に異なる周波数を割り当てる手間を省き、同じ作業領域内に複数台
の手ユニットやパワーアシストロボット装置の混在を許容することが可能となる。
【００２４】
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　さらにまた、第１３の形態に係るパワーアシストロボット装置によれば、前記指側無線
送信部は、本体無線通信部に対して、Bluetooth（商品名）Low Energyに準拠した無線通
信方式にて検出信号を送出するよう構成できる。上記構成により、ＢＬＥに準拠した無線
通信方式により低消費電力で安定したデータ送信を行うことが可能となる。
【００２５】
　さらにまた、第１４の形態に係るパワーアシストロボット装置によれば、前記大腿部フ
レームは、装着者の足に装着されて前記回転駆動部のアシスト力を足に伝達するための足
受け部を備え、前記足受け部は、硬質の部材で構成され、さらに前記足受け部を、前記大
腿部フレームと、足受け部揺動軸を介して揺動自在に固定することができる。上記構成に
より、回転駆動部の回転軸と、装着者の股関節とが一致しないことにより大腿部フレーム
が装着者の足に十分に追従しない角度となっても、装着者の足に触れる部分である足受け
部と大腿部フレームとを一定の姿勢で固定せず、揺動自在としたことで、足受け部は広い
面積で足を受けることが可能となる。この結果、足受け部の端縁が立ち上がって応力が足
の一部に集中する事態を解消乃至軽減でき、足への負荷の少ないパワーアシストを実現で
きる。
【図面の簡単な説明】
【００２６】
【図１】本発明の一実施形態に係るパワーアシストロボット装置を示す斜視図である。
【図２】図１のパワーアシストロボット装置の背面側斜め下方から見た斜視図である。
【図３】図１のパワーアシストロボット装置の側面図である。
【図４】図１のパワーアシストロボット装置のＩＶ－ＩＶ線における断面図である。
【図５】図１のパワーアシストロボット装置の正面図である。
【図６】図１のパワーアシストロボット装置の平面図である。
【図７】図１のパワーアシストロボット装置を装着者が装着した状態を示す正面図である
。
【図８】図１のパワーアシストロボット装置を装着者が装着した状態を示す側面図である
。
【図９】図１のパワーアシストロボット装置を装着者が装着した状態を示す斜視図である
。
【図１０】図９の状態から、パワーアシストロボット装置が装着者の左足を持ち上げるア
シスト動作を行った状態を示す斜視図である。
【図１１】図１１Ａは図１のパワーアシストロボット装置を装着した装着者が右足を持ち
上げた状態を示す右側面図、図１１Ｂは図１１Ａの状態からさらに右足を持ち上げた状態
を示す右側面図である。
【図１２】図１２Ａは足受け部揺動軸を有しないパワーアシストロボット装置を装着した
装着者が左足を持ち上げた状態を示す右側面図、図１２Ｂは図１２Ａの状態からさらに左
足を持ち上げた状態を示す右側面図である。
【図１３】パワーアシストロボット装置を装着した装着者が膝曲げの姿勢を取った状態を
示す側面図である。
【図１４】パワーアシストロボット装置を装着した装着者が腰曲げの姿勢を取った状態を
示す側面図である。
【図１５】図１５Ａはｘｙｚ方向の３軸の合成値から移動平均を引いた加速度信号を示す
グラフであり、図１５Ｂは装着者の実際の歩行状態において加速度信号を計測したグラフ
である。
【図１６】図１のパワーアシストロボット装置のブロック図である。
【図１７】パワーアシストロボット装置を装着した装着者にダンパー機能を働かせる状態
を示す側面図である。
【図１８】変形例に係るパワーアシストロボット装置のブロック図である。
【図１９】動作種別毎の制御を示すフローチャートである。
【図２０】本発明者らが先に開発したパワーアシストロボット装置を示す側面図である。
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【図２１】本発明者らが先に開発したパワーアシストロボット装置のブロック図である。
【発明を実施するための形態】
【００２７】
　以下、本発明の実施の形態を図面に基づいて説明する。ただし、以下に示す実施の形態
は、本発明の技術思想を具体化するための例示であって、本発明は以下のものに特定され
ない。また、本明細書は特許請求の範囲に示される部材を、実施の形態の部材に特定する
ものでは決してない。特に実施の形態に記載されている構成部品の寸法、材質、形状、そ
の相対的配置等は特に特定的な記載がない限りは、本発明の範囲をそれのみに限定する趣
旨ではなく、単なる説明例にすぎない。なお、各図面が示す部材の大きさや位置関係等は
、説明を明確にするため誇張していることがある。さらに以下の説明において、同一の名
称、符号については同一もしくは同質の部材を示しており、詳細説明を適宜省略する。さ
らに、本発明を構成する各要素は、複数の要素を同一の部材で構成して一の部材で複数の
要素を兼用する態様としてもよいし、逆に一の部材の機能を複数の部材で分担して実現す
ることもできる。
【００２８】
　本発明の一実施形態に係るパワーアシストロボット装置１００を図１～図１０に示す。
これらの図において、図１は本発明の一実施形態に係るパワーアシストロボット装置１０
０を示す斜視図を、図２は図１のパワーアシストロボット装置１００の背面側斜め下方か
ら見た斜視図を、図３は図１のパワーアシストロボット装置１００の側面図を、図４は図
１のパワーアシストロボット装置のＩＶ－ＩＶ線における断面図を、図５は図１のパワー
アシストロボット装置１００の正面図を、図６は図１のパワーアシストロボット装置１０
０の平面図を、図７は図１のパワーアシストロボット装置１００を装着者が装着した状態
を示す正面図を、図８は図１のパワーアシストロボット装置１００を装着者が装着した状
態を示す側面図を、図９は図１のパワーアシストロボット装置１００を装着者が装着した
状態を示す斜視図を、図１０は図９の状態から、パワーアシストロボット装置１００が装
着者の左足を持ち上げるアシスト動作を行った状態を示す斜視図を、それぞれ示している
。
【００２９】
　本発明のパワーアシストロボット装置１００は、重量物の持ち上げ・落ち下ろし及び運
搬作業、一定姿勢を長時間継続する作業および平地・傾斜地・階段での歩行に対して、モ
ータの力をフレームを介して人体に伝達し、作業支援を行うものである。そのため本発明
の適応分野は広く、例えば農業においての収穫作業、建築・土木においての現場作業およ
び介護施設でのリハビリ支援や補助、介助作業等に使用することが可能である。さらに災
害救助の分野においても、震災や耐放射線防護支援といった用途にも適用可能である。な
おパワーアシストロボット装置が補助するアシスト力は、用途に応じて調整できる。例え
ば回転駆動部であるモータの定格出力の選定、電源容量の設定、各部材の強度等を、アシ
スト力に応じて調整する。ここでは一例として、２０ｋｇ～３０ｋｇ程度の重量物の持ち
上げ等に対して１０ｋｇ～１５ｋｇ分のアシスト力を提供するパワーアシストロボット装
置について説明する。ただし、より軽量の重量物や、より重い重量物の持ち上げ等に対応
させることもかのうであることはいうまでもない。
（パワーアシストロボット装置１００）
【００３０】
　これらの図に示すパワーアシストロボット装置１００は、装着者の動作を補助するアシ
スト動作を提供する。具体的には、パワーアシストロボット装置１００は、図１及び図２
に示すように装着者の腰に配置される平面視Ｕ字状の腰部フレーム１０と、腰部フレーム
１０の端部にそれぞれ設けられた回転駆動部４０（４０Ａ、４０Ｂ）と、各回転駆動部４
０Ａ、４０Ｂから装着者の大腿部に沿うように延長された大腿部フレーム４４を備える。
腰部フレーム１０上には、本体電源部３０が設けられている。また腰部フレーム１０内に
は、制御ユニット２０とモータドライバユニット４１が内蔵される（詳細は後述）。この
ため腰部フレーム１０には、内部に制御ユニット２０とモータドライバユニット４１の各
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部材を内蔵するための収納空間１１、１２、１３を設けている。さらに腰部フレーム１０
の上方には、連結フレーム５２を介して上体フレーム５０が配置されている。さらに図１
においては図示を省略しているが、図７及び図８に示すようにパワーアシストロボット装
置１００を装着者に装着した際、腰部フレーム１０を装着者の腰の定位置に保持するよう
、各種のベルト類がパワーアシストロボット装置１００に付加される。具体的には、腰サ
ポートベルト６０を腰部フレーム１０のＵ字状の先端に接続し、また装着者の胸部には胸
部ガイド６２を配置し、肩ベルト６４で胸部ガイド６２と上体フレーム５０とを繋ぎ、装
着者の両肩に肩ベルト６４をかけてパワーアシストロボット装置１００を懸吊するように
している。これらのベルト類を装着するため、パワーアシストロボット装置１００にはベ
ルトの連結機構を設けている。例えば一部にスリットを開口させて、ベルトを挿通して連
結するようにしている。
（腰部フレーム１０）
【００３１】
　腰部フレーム１０は、装着者の概ね腰の位置に配置される。図１～図２の斜視図及び図
６の平面図に示すように、外形は、平面視Ｕ字状として、腰の後ろ側の約半分を覆うよう
にしている。また腰の前側の約半分は、図９～図１０の斜視図に示すように腰サポートベ
ルト６０で巻き付けるように、腰部フレーム１０の端縁、回転駆動部４０の側面に、腰サ
ポートベルト６０を通す腰ベルト用スリット４３を形成している。
【００３２】
　腰サポートベルト６０は、パワーアシストロボット装置１００を装着者の腰部に装着す
るための部材であり、腰部フレーム１０のＵ字状の端縁に設けられた腰ベルト用スリット
４３に挿入されている。
【００３３】
　さらに腰部フレーム１０の両端には、２つの回転駆動部４０を接続している。この腰部
フレーム１０は、十分な強度を発揮しつつ、軽量であることが求められる。よってアルミ
ニウムやステンレス等の金属製あるいはＦＲＰやＣＦＲＰ等の樹脂製とする。
【００３４】
　さらにまた腰部フレーム１０には、内部に各部材を収納するための収納空間１１、１２
、１３を設けている。収納空間１１、１２、１３には、後述する制御ユニット２０とモー
タドライバユニット４１をいずれかの収納空間に纏めて、あるいは分散して配置している
。図１～図１０の例では、収納空間１１に制御ユニット２０、収納空間１２に左モータド
ライバユニット４１Ａ、収納空間１３に右モータドライバユニット４１Ｂを含めている。
なおこの例では、収納空間１１、１２、１３を腰部フレーム１０と一体的に構成している
が、これらを別部材で構成しても良い。また収納空間の数や大きさは、許容される内部空
間の大きさや収納すべき部材の数、大きさ等に応じて設計され、例えば収納空間の数を２
以下、あるいは４以上としてもよい。
（本体電源部３０）
【００３５】
　さらに腰部フレーム１０には、本体電源部３０が設けられている。本体電源部３０は、
後述する回転駆動部４０や本体無線通信部等の部材に駆動電力を供給するための部材であ
る。本体電源部３０は、充電可能な二次電池を備えている。例えば円筒型や角型のリチウ
ムイオン二次電池、ポリマー電池等が利用できる。好ましくは、本体電源部３０は着脱式
の電池パックとして、残容量が少なくなった電池パックを取り外して充電器にセットした
り、あるいは充電済みの予備の電池パックと交換できるようにする。図１の例では、本体
電源部３０は装着者の背面で中央の位置に設けているが、この位置に限らず、左右寄りの
位置等、任意の位置に設けることができる。また図１の例では、本体電源部３０を腰部フ
レーム１０と個別の部材としているが、これらを一体的に構成しても良い。例えば本体電
源部３０を収納空間１１、１２、１３に含めることもできる。
（回転駆動部４０）
【００３６】



(11) JP 2018-61663 A 2018.4.19

10

20

30

40

50

　回転駆動部４０は、腰部フレームの両端にそれぞれ設けられ、パワーアシストロボット
装置１００の装着時には装着者の腰部の左右方向両側近傍にそれぞれ配置される。各回転
駆動部４０Ａ、４０Ｂは、装着者の上体及び大腿部の動きに従い、上体及び大腿部の動き
を補助する駆動トルクを発生する回転軸を有するを有する。この回転駆動部４０には、モ
ータが利用できる。
（回転検出部４２）
【００３７】
　また各回転駆動部４０Ａ、４０Ｂには、回転軸の回転角度に関する情報を検出するため
の回転検出部４２（４２Ａ、４２Ｂ）が設けられている。回転検出部４２は、回転軸に設
けられた光学式や磁気式のロータリーエンコーダが好適に利用できる。左右の回転検出部
４２Ａ、４２Ｂで検出されたエンコーダ値を、後述する本体制御部２１で演算して回転角
度を演算する。なお回転駆動部４０にＡＣサーボモータやブラシレスＤＣモータ等のサー
ボモータを用いる場合は、モータ自体にインクリメンタルエンコーダやアブソリュートエ
ンコーダ等の検出器が備えられているため、回転検出部を別途用意する必要がない。この
ように回転検出器が回転駆動部に予め組み込まれている態様も、本発明に包含する。
（大腿部フレーム４４）
【００３８】
　大腿部フレーム４４は、パワーアシストロボット装置１００の装着時には、装着者の大
腿部に沿うように２つの回転駆動部４０からそれぞれ延長されている。また図４、図１１
Ａ、図１１Ｂ等に示すように、各大腿部フレーム４４の下端には、足受け部揺動軸４７を
介して、足受け部４６が設けられ、装着者の大腿部を前方から部分的に覆うように構成さ
れている。
（足受け部４６）
【００３９】
　足受け部４６は、大腿部と接する面を、大腿部に沿うように曲面状に形成される。図２
０に示す従来の重作業用アシストスーツ１０００では、本発明の足受け部４６と同じ機能
を持つ、柔軟な素材で形成されたベルト状の受け部１１４を備える。しかし、この受け部
１１４は電動モータ１０１からアシスト力を伝達された時に大きく変形するため、アシス
ト力が逃げてしまうことや、変形の度合いによってはベルト状の受け部１１４が装着者の
大腿部を締め上げる状態となって、痛みを生じさせる問題があった。これに対して本実施
形態に係る足受け部４６は、硬質の部材で構成されており、回転駆動部から伝達されるア
シスト力を、変形による伝達ロスが無いように正確に大腿部に伝達することができる。こ
のような足受け部４６は、十分な強度を有する硬質の部材、例えば金属や樹脂で構成され
る。
【００４０】
　さらに足受け部４６には、大腿部ベルト４９が設けられ、装着者の大腿部に巻き付けて
足受け部４６を密着させる。これにより、回転駆動部４０でもって大腿部フレーム４４を
回転させた際、足受け部４６と大腿部ベルト４９でもって、歩行時に装着者の足を持ち上
げたり、図１３に示すような膝曲げ姿勢、あるいは図１４に示すような中腰姿勢の際に大
腿部を保持したり、押し下げたりすることができる。
【００４１】
　加えて、図９～図１０の斜視図に示すように、大腿部フレーム４４の中間に装着された
股ベルト４８及び大腿部ベルト４９でもって、装着者の大腿部に固定されている。また大
腿部フレーム４４の中間には、メタルベルト状の多関節体を有しており、正面視における
左右方向への足の開閉や、股ベルト４８の固定位置から回転駆動部４０までの距離の伸縮
といった、股関節の動きに対する追従性を高めている。このようにして大腿部フレーム４
４は、アシスト動作時には回転駆動部４０で発生された駆動トルクを装着者の大腿部に伝
達する。逆に非アシスト時には、装着者自身による大腿部の動作を回転駆動部４０の回転
検出部４２でもって検出する。
（足受け部揺動軸４７）
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【００４２】
　足受け部４６は、足受け部揺動軸４７により、揺動運動が可能である。これにより、装
着者が大腿部を上下に動作させた際に、足受け部４６を大腿部に追従させることができる
。この様子を、本実施形態に係るパワーアシストロボット装置を示す図１１Ａ、図１１Ｂ
、及び比較のため足受け部揺動軸を有しないパワーアシストロボット装置を示す図１２Ａ
、図１２Ｂに基づいて説明する。ここでは装着者の左足について説明するが、右足につい
ても同様である。装着者にパワーアシストロボット装置を装着した状態では、装着者の股
関節と回転駆動部の回転軸とを完全に一致させることは困難である。図１２Ａ、図１２Ｂ
の例では、パワーアシストロボット装置を装着者の腰の位置に装着しているため、回転駆
動部の回転軸が股関節よりも上方に位置している。この状態でも、図８に示すように装着
者が直立状態では、足受け部で大腿部を受ける面を大腿部に一致させることができる。し
かし、図１２Ａ、図１２Ｂに示すように、装着者が足を上げていくと、いいかえると回転
駆動部を回転させるほど、大腿部の表面に対して足受け部で受ける面の角度差が大きくな
っていく。図１２Ｂに示す状態では、破線で囲まれた円形の領域で示すように足受け部の
下方の端縁が大腿部に食い込む状態となって、装着者に不快感を与える。
【００４３】
　これに対して、足受け部４６を、大腿部フレーム４４に対して足受け部揺動軸４７を介
して揺動自在とすることで、図１１Ａや図１１Ｂに示すように、足を持ち上げて大腿部の
表面と足受け部で受ける面との角度差が大きくなっても、大腿部フレーム４４に対する足
受け部４６の角度を調整自在とすることで、この角度差を吸収して、足受け部の広い面積
で大腿部に接触させて、応力の集中を防ぎ、装着者に痛みを与えることなくアシスト力を
提供することが可能となる。
【００４４】
　なお図４等の例では、足受け部揺動軸４７は回転駆動部４０の回転軸とほぼ平行になる
ように構成しているが、本発明はこの構成に限らず、例えば足受け部揺動軸をユニバーサ
ルジョイントとして足受け部と大腿部フレームとを接続してもよい。これにより、操作者
が股を開く方向に大腿部を動かしても、足受け部の角度を大腿部に応じて変化させること
ができ、より快適な装着感が実現される。
【００４５】
　また上記の例では、足受け部４６を大腿部の前面側に配置する構成を示したが、本発明
はこれに限らず、別の位置、例えば大腿部の背面側（膝裏側）に配置するように構成して
もよい。これにより、大腿部の背面側から足を持ち上げるアシスト力が付与されるため、
例えば角度の立った傾斜地で、足を大きく高く振り上げる歩行を強いられる場合に、効果
の高いアシスト力を装着者に提供することが可能となる。
（上体フレーム５０）
【００４６】
　上体フレーム５０は、パワーアシストロボット装置１００を装着者に装着した際、装着
者の上体背面に接触する部材である。上体フレーム５０は、Ｕ字状に形成して装着者の上
体背面を斜め上方向に把持する姿勢とし、肩ベルト６４等のベルト類を連結してパワーア
シストロボット装置１００を懸吊する。上体フレーム５０は、強度を発揮するため、樹脂
製あるいは金属製とする。なおベルト類は、装着者の体格に合わせて長さを調整可能とし
ている。例えばバックルや面ファスナ等を用いることで、ベルトの長さの調整機構を実現
できる。またベルト類の材質には、ポリプロピレンやナイロン、皮革などの柔軟性を持つ
素材が好適に利用できる。
（連結フレーム５２）
【００４７】
　連結フレーム５２は一方向に延長され、上体フレーム５０と腰部フレーム１０とを連結
するための部材である。図１及び図３に示す例では、腰部フレーム１０を水平でなく若干
先端側、すなわち回転駆動部４０が低い位置となるように、連結フレーム５２を腰部フレ
ーム１０に対して傾斜して固定している。また上体の左右の揺動運動に対応するよう、正
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面視において上体フレーム５０を揺動させるための揺動軸５４を備えている。このように
連結フレーム５２と上体フレーム５０を揺動軸５４でもって連結したことで、装着者が上
体を揺動させてもパワーアシストロボット装置１００を追従させることができる。
（６軸センサ７０）
【００４８】
　制御ユニット２０は、６軸センサ７０や本体制御部２１を含む。６軸センサ７０は、装
着者の動作を検出するための３軸加速度センサと３軸ジャイロセンサを有する。３軸加速
度センサは、３次元加速度センサ等とも呼ばれ、センサを装着した被検出体が移動する方
向、すなわちｘ軸、ｙ軸、ｚ軸の３軸における加速度を検出する。一方３軸ジャイロセン
サは、３軸角速度センサや３次元ジャイロセンサ等とも呼ばれ、３軸の角速度を検出する
。６軸センサ７０はこれらのセンサの組み合わせから、３軸の加速度と３軸の角速度を検
出でき、６軸センサ７０を装着した装着者の上体の絶対的な動きを補足できる。
【００４９】
　また、６軸センサ７０を収納する制御ユニット２０を装着者の腰部に腰部フレーム１０
及び腰サポートベルト６０でもって密着させることで、６軸センサ７０の密着性を向上さ
せ、もって装着者の上体の姿勢を正確に把握できるようになる。従来は腰部の左右に配置
されたモータの回転軸に設けられたロータリーエンコーダで検出された回転角度でもって
装着者の姿勢や足の動きを把握していたところ、モータの回転軸と装着者との追従性が悪
く、足の角度によっては足とモータとの間の遊びによって検出角度に誤差が生じていた。
これに対して　腰部フレーム１０と腰サポートベルト６０でもって６軸センサ７０を装着
者の体の、股関節の近傍に位置する回転軸とは異なる位置に配置したことで、足の動きに
よらず安定的に装着者の上体姿勢を検出できるようになり、装着者の上体姿勢の検出精度
を向上させることが可能となる。
【００５０】
　なお、本実施形態においては、３軸加速度センサと３軸ジャイロセンサを一体的に構成
した６軸センサを用いているが、必ずしも一体的なセンサを用いる必要はなく、別体で構
成された３軸加速度センサと３軸ジャイロセンサを用いても良い。本明細書においては、
このように別体に構成した３軸加速度センサと３軸ジャイロセンサの組み合わせも、６軸
センサに含める。さらに、必要に応じて追加のセンサ、例えば３軸方位センサを付加して
もよい。
【００５１】
　このパワーアシストロボット装置１００は、従来必要とされていた床反力を検出するた
めの足底に設けるセンサスイッチを無くしても、６軸センサ７０で装着者の動作を検出す
ることにより適切なアシスト動作を行うことが可能となる。また、足底のセンサスイッチ
を不要としたことで、個人差を低減でき、従来は困難であった、複数の装着者が共通のパ
ワーアシストロボット装置を使用可能とする環境を提供できる。さらに従来必要であった
足底のセンサスイッチと本体制御部との無線通信も不要とできるので、各センサスイッチ
を常時駆動させるための電力を供給するための電池を不要にでき、構成の簡素化や軽量化
、低コスト化に資する。
（装着者の動作に対する追従性の向上）
【００５２】
　また、６軸センサ７０を腰の位置で、回転駆動部４０とは離間した位置に設けたことで
、装着者の動作への追従性を高め、装着者の動作を検出する精度を高めることができる。
すなわち従来のパワーアシストロボット装置では、左右の回転駆動部における回転軸の回
転角度を回転検出部でもって検出していたため、装着者の姿勢によっては回転角度が同じ
となって判別ができない動作が存在していた。例えば図１３に示すような膝曲げの姿勢と
、図１４に示すような腰曲げ、すなわち中腰の姿勢では、回転軸の回転角度（いずれも、
体軸の方向すなわち直立姿勢を基準に角度θ）としては同じになるため、これらを区別す
ることができなかった。
【００５３】
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　また装着者の腰とパワーアシストロボット装置との間には遊びがあり、装着者の足の動
きが完全に回転角度に伝達される訳ではない。本発明者らが行った試験によれば、腰の角
度測定の誤差が１０°前後あることが判明した。ここで腰の動きの検出精度を向上させよ
うとすれば、一般には角度センサの分解能を向上させる等、ハードウェアの精度向上を図
ろうとするところ、パワーアシストロボット装置を装着者に装着するという構成において
は、装着者の体表面と装置との間に遊びが存在し、これを無くすことが困難である以上は
、この方法では対処できない。
【００５４】
　そこで本実施形態においては、６軸センサ７０を装着者の腰の、回転駆動部４０と離間
させた位置に設けることで、腰の絶対角度を測定可能としている。６軸センサ７０は三次
元加速度センサと三次元ジャイロセンサの両方を備えていることから、３軸の角加速度と
３軸の加速度を把握でき、腰の絶対的な動きを補足できる。これにより、従来は回転軸の
回転角度に頼っていた腰の動きの検出精度を大幅に向上させることが可能となる。この結
果、誤差を低減した正確なアシスト動作の制御が実現される。
【００５５】
　また腰の角度から装着者の上体の姿勢を把握できるようになり、従来は判別が困難であ
った、図１３に示す膝曲げの姿勢と、図１４に示す中腰の姿勢を区別できるようになった
。この結果、中腰のみに反応するアシスト動作も正確に判別して実行することが可能とな
る。
（足底のセンサスイッチの省略）
【００５６】
　さらに、従来の足底のセンサスイッチを有するパワーアシストロボット装置と比べ、足
底のセンサスイッチを省略しながらも、歩行速度の検出範囲を拡張することができ、さら
に床や地面の状態によらず、歩行状態を把握すること可能となる。これは、従来のパワー
アシストロボット装置では、左右の足底のつま先と踵に設けたセンサスイッチで検出した
床反力でもって歩行の状態を把握していたからである。例えば左足を前に出したとき、ま
ず左足の踵が床乃至地面と接地し（ＯＮ）、次に左足のつま先が接地する（ＯＦＦ）。ま
た左足を上げる際には、まず左足の踵が床から離れ（ＯＦＦ）、さらに左足のつま先が離
れる（ＯＦＦ）。これに右足の動作が同様に加わって、これを組み合わせて歩行動作が成
立する。すなわち、左足を前に出し、次いで右足を前に出す動作を考えると、左足の踵が
接地し（ＯＮ）、左足のつま先が接地し（ＯＮ）、左足の踵が離れ（ＯＦＦ）、右足の踵
が接地し（ＯＮ）、右足のつま先が接地し（ＯＮ）、左足のつま先が離れ（ＯＦＦ）、右
足の踵が離れ（ＯＦＦ）、左足の踵が接地し（ＯＮ）、以下同様の動作を繰り返す。この
ような順で、足底のセンサスイッチがそれぞれＯＮ／ＯＦＦするパターンを把握すること
で、歩行の動作を検出していた。
【００５７】
　これに対して本実施形態に係るパワーアシストロボット装置１００では、足底のセンサ
スイッチで床反力を検出する機構を排し、従来の足底センサスイッチによる歩行判断シー
ケンスに代えて、６軸センサ７０による歩行判断シーケンスを採用したことで、歩行動作
を検出可能な範囲を拡げることに成功したものである。具体的には、６軸センサ７０を構
成する３軸加速度センサの信号から歩行タイミングを計算すると共に、６軸センサ７０を
構成する３軸ジャイロセンサでもって腰の姿勢すなわち上体の角度を把握し、さらに回転
検出部４２で検出、演算された回転駆動部４０の回転軸の回転角度を股関節角度として取
得することで、これらの情報に基づいて本体制御部２１が装着者の歩行状態を推測する。
例えば足接地の衝撃を３軸加速度センサで検出すれば、動作判断のタイミングを得ること
ができる。そのタイミングで、６軸センサ７０すなわち３軸ジャイロセンサ及び３軸加速
度センサでもって上体の角度を検出し、股関節角度を回転検出部４２で検出し、これらか
ら歩行の体勢かどうかを重ねて、装着者が歩行中であることを本体制御部２１が検出すれ
ば、歩行アシストを開始できる。例えば、３軸ジャイロセンサで検出した角速度を積分し
て得られた角度と、３軸加速度センサで検出された角度を合成して、上体の角度を求める
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。この方法であれば、短時間で正確な上体の角度を検出することができる。
【００５８】
　なお、歩行の有無を判定する技術としては、歩数計が存在する。従来の歩数計では、３
軸加速度センサを用いて歩数すなわち歩行を、歩行検出アルゴリズムで判定している。歩
数計では、歩数の計数ができれば足りるので、判定結果を得るまで処理時間がかかっても
問題とならない。これに対してパワーアシストロボット装置では、装着者の歩行タイミン
グに従ってアシスト力を提供する必要があり、短時間で正確に歩行タイミングを検出する
ことが求められる。いいかえると、歩数計で用いられている歩行検出アルゴリズムをその
ままパワーアシストロボット装置に適用しても、応答速度の面で対応が困難となる。そこ
で本実施の形態においては、３軸ジャイロセンサを組み合わせることで、歩行タイミング
を検出する精度を向上させ、さらに判定処理時間を短縮化している。一般に、加速度セン
サで角度を検出しようとすると、静止時の角度は求まるものの、移動中には加速度によっ
て正確な角度が求められない。一方で傾きを検出するジャイロセンサで検出された角速度
を積分した角度を用いる場合は、積分誤差が蓄積されるため、角度がオフセットしていく
。よって、これらを合成することで、短時間で正確な角度を得ることが可能となる。例え
ば、ジャイロセンサで得られた角速度を積分した角度をハイパスフィルタに、加速度セン
サで得られた角度をローパスフィルタに通して合成することで、角度のオフセット分を除
去した正確な値を得ることが可能となる。加えて、近年ではスマートフォン等の携帯端末
に内蔵された加速度センサ等を用いて歩数計を実現するアプリケーションが知られている
。しかしながらこの歩数計は、スマートフォンの姿勢、例えば使用者のポケット内にどの
ような姿勢でスマートフォンが収まっているかが判らないため、正確な検出ができないと
いう問題があった。これに対して本実施形態に係るパワーアシストロボット装置では、装
着者に実装されている方向が概ね規定される。さらに股関節の角度もリアルタイムで取得
できるので、これらの情報も利用することで、短い処理時間でも正確な角度検出すなわち
上体姿勢の特定が可能となる。
【００５９】
　さらに、従来のパワーアシストロボット装置における歩行パターンの検出方法と本実施
形態に係るパワーアシストロボット装置における方法とを比較する。例えば非特許文献１
では、装着者の足底に設けたセンサスイッチを用いて歩行パターンから歩行判断を開始し
ていたため、歩行パターンに合わない場合は歩行判断が開始されなかった。これに対して
今回の手法では、着地時の衝撃のみで歩行判断開始のトリガを得ることができるため、歩
行判断に対する制約が緩くなっている。その分、広い範囲の歩行に対応できるようになる
。ここで６軸センサ７０による歩行判断シーケンスの一例を、図１５Ａ及び図１５Ｂに基
づいて説明する。まず、３軸の加速度の合成値である３軸合成値（ＲＳＳ）を検出する。
３軸合成値とは、測定点における加速度のベクトル量を、ｘ軸，ｙ軸，ｚ軸それぞれの方
向の加速度を合成して表現したものであり、次式で表現できる。

ａ：周波数補正振動加速度実効値の３軸合成値（ｍ／ｓ2）
ａx，ａy，ａz：３軸それぞれの周波数補正振動加速度実効値（ｍ／ｓ2）
【００６０】
　実際には、３軸分の加速度信号のＲＳＳ値を計算し、さらに移動平均（ＲＭＳ）を計算
して、ＲＳＳ値から移動平均を減算した値を加速度信号（ＡｃｃＲＭＳ）として利用する
。図１５に、３軸加速度センサで検出した３軸分の合成実行値例グラフを示す。３軸の合
成値は、静止状態では３軸加速度センサの実装角度に関係なく、３軸分を合成すると重力
によって重力加速度１Ｇとなる。そして歩行すると１Ｇ以上となる。よって静止状態であ
る１Ｇからの変化分が、歩行によって発生したものとなり、図１５のグラフは、この変化
分を示している。図１５においてＰＡの部分を検出することで、歩行タイミングを検出で
きる。図１５Ｂに、実施形態に係るパワーアシストロボット装置で実測した３軸分の合成
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実行値（加速度信号ＡｃｃＲＭＳ）のグラフを示す。この図に示すように、得られた合成
実効値の大半が、足を振り下ろしたときの衝撃で検出される。この値を用いて、変化分か
ら歩行のタイミングを生成する。さらに、この歩行タイミングに同期して、装着者の左右
の足に設けた回転駆動部４０に対して、必要なアシスト力を与えるよう制御する。回転駆
動部で発生すべきトルクの決定方法は、既知の方法（例えば非特許文献１）で決定される
。本体制御部２１は、決定されたトルクで回転駆動部を歩行タイミングに同期させて回転
させるよう、指示を送る。
【００６１】
　この方法によれば、従来の足底センサスイッチで検出された歩行パターンから歩行開始
タイミングを得る方法と比べ、検出可能な歩行の範囲を拡大できる。すなわち、従来の方
法では、歩行パターンに合致しない場合は、歩行パターンが検出されず、歩行アシストが
開始されなかった。これに対しいて本実施の形態に係るパワーアシストロボット装置では
、３軸加速度センサを用いて足の着地時の衝撃のみで歩行タイミングを捕捉しているため
、歩行パターンが異なっていても歩行タイミングを検出でき、歩行パターンに制約されな
いため歩き方に対する制約が緩くなっている分、様々な歩行パターン、すなわち広い範囲
の歩行に対応できる。
【００６２】
　またこの方法であれば、足底センサスイッチで得られた床反力に頼ることなく、装着者
の上体や腰の絶対的な動きに基づいて歩行状態を把握できるので、把握可能な歩行速度の
範囲を拡大して、ゆっくり歩く場合や速く歩く場合も含めた装着者の動作の検出が可能と
なる。
【００６３】
　さらに本実施形態に係るパワーアシストロボット装置１００では、足の接地時における
振動を６軸センサ７０の３軸加速度センサで検出することで、接地のタイミングを検出し
ている。このタイミングに基づいて、足の動作の把握が可能となる。さらに６軸センサ７
０に加えて、回転検出部４２で検出された回転駆動部４０の回転軸の回転角度も利用する
ことで、左右の足の動きを把握できる。いいかえると、左右どちらの足が接地しているの
かをパワーアシストロボット装置１００側で把握することが可能となる。また上体の傾き
を６軸センサ７０の３軸ジャイロセンサで検出してこれを利用することで、左右の足のい
ずれが接地しているかの判断を行ってもよい。このように、足底センサスイッチがなくと
も、足の動作を６軸センサ７０や回転検出部４２でもって把握することが可能となる。
【００６４】
　一方で、従来の足底センサスイッチを用いる構成においては、センサでの検出結果を本
体側に送出するため、常時無線通信を行う必要があり、電力消費が大きく電池の充電や交
換を頻繁に行わねばならず、またパワーアシストロボット装置毎に変化させる必要があり
、管理が大変となる等の問題があった。さらに足裏のセンサスイッチは常時装着者の体重
が印加されているため、高い耐久性が求められる上、定期的な点検や交換も必要となる。
さらに装着者の足のサイズに応じて足底センサスイッチの位置を調整したり、歩行動作の
ティーチング等も必要であり、またこのような装着者毎のカスタマイズが必要な性質上、
複数の装着者で一のパワーアシストロボット装置を共用することができなかった。これに
対して本実施形態に係るパワーアシストロボット装置によれば、足底センサスイッチを省
略したことで、このような不便を解消して装置の構成を簡素化し、低コスト化が図られ、
また事前のティーチング等の調整作業を不要とすることができる。
【００６５】
　さらに本実施形態に係るパワーアシストロボット装置は、装着者の動作時にも人体にで
きるだけ沿うように、その形状を工夫している。具体的には、図３の側面図に示すように
、装着時の側面視において、上体フレーム５０が、連結フレーム５２の延長方向に対して
傾斜角度α（０＜α＜３０°）に傾斜して固定されている。これにより、人体のＳ字状の
体型に沿うような、くの字状のフレームとして、パワーアシストロボット装置１００を装
着者に密着させて追随性を向上させることができる。
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【００６６】
　また図５の正面図に示すように、装着時の正面視において、腰フレームの側面が鉛直方
向（腰部フレームの中心線）に対して傾斜角度β（０＜β＜１０°）となるよう、傾斜し
て固定している。これにより、正面視において装着者の人体の体型に沿うようにハの字状
に腰部フレームを形成することで、装着者の腰部フレームの親和性を向上させることがで
きる。
（ブロック図）
【００６７】
　次に、パワーアシストロボット装置１００のブロック図を図１６に示す。この図に示す
パワーアシストロボット装置１００は、制御ユニット２０と、２つのモータドライバユニ
ット４１Ａ、４１Ｂと、回転駆動部４０Ａ、４０Ｂと、本体電源部３０と、操作部８０を
備える。
【００６８】
　制御ユニット２０は、本体制御部２１と、電源制御部２２と、本体側メモリ部２３と電
流検出部７２を有する。本体制御部２１は、各モータドライバユニット４１Ａ、４１Ｂに
含まれるモータドライバ４５Ａ、４５Ｂを駆動する。具体的には、本体制御部２１は電源
制御部２２を制御し、モータドライバ４５Ａ、４５Ｂを介して、本体電源部３０からの回
転駆動部４０Ａ、４０Ｂに供給される電力を制御する。なお、本体制御部２１や電源制御
部２２は、ＣＰＵやＡＳＩＣ等で実現される。例えば本体制御部と電源制御部とを一のＩ
Ｃに統合してもよい。
（本体制御部２１）
【００６９】
　本体制御部２１は、回転検出部４２Ａ、４２Ｂを用いて検出された各回転駆動部４０Ａ
、４０Ｂの回転角度と、６軸センサ７０で検出された装着者の動作に基づいて、回転駆動
部４０で発生させる駆動トルクの大きさを決定し、回転駆動部４０を制御するための部材
である。駆動トルクの大きさは、動作種別とそれぞれの動作でのアシストシーケンスによ
って決定される。詳細は非特許文献１等を参照されたい。
【００７０】
　本体側メモリ部２３は、必要な設定情報を保持するための部材である。例えば半導体記
憶素子やハードディスク等が利用できる。また、可搬メディアを本体側メモリ部２３とし
て利用すれば、可搬メディアを抜き取って容易に外部で閲覧、更新等も行えるようになる
。
【００７１】
　モータドライバユニット４１を構成する左モータドライバユニット４１Ａ、右モータド
ライバユニット４１Ｂはそれぞれ、左モータドライバ４５Ａ、右モータドライバ４５Ｂを
備える。各モータドライバ４５Ａ、４５Ｂは、回転駆動部４０を構成するパワーアシスト
用電動モータと接続される。またパワーアシスト用電動モータには、回転角度を検出する
ための回転検出部４２Ａ、４２Ｂが設けられている。ここでは、右足用のモータドライバ
ユニット４１Ｂは、右モータドライバ４５Ｂを備える。右モータドライバ４５Ｂは、装着
者の右側に装着される回転駆動部４０Ｂとその回転検出部４２Ｂに接続される。また左足
用のモータドライバユニット４１Ａは、左モータドライバ４５Ａを備える。左モータドラ
イバ４５Ａは、装着者の左側に装着される回転駆動部４０Ａとその回転検出部４２Ａに接
続される。各モータドライバ４５Ａ、４５Ｂは、有線による通信によって、本体制御部２
１と通信し、本体制御部２１からアシスト動作に必要な出力トルク指令等の指令を受ける
。一方で各モータドライバ４５Ａ、４５Ｂは、モータの位置情報すなわち回転駆動部４０
の回転軸の回転角度を表す情報を、本体制御部２１へ送っている。
【００７２】
　パワーアシストロボット装置１００の運用時において、本体制御部２１は、回転検出部
４２を用いて回転角度を検出する。具体的には、本体制御部２１は、回転駆動部４０に含
まれるロータリーエンコーダから、パワーアシスト用電動モータの回転軸の回転角度、つ
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まり股関節角度を、各モータドライバ４５Ａ、４５Ｂを介して読込んだエンコーダ値より
計算して求める。そして本体制御部２１は、股関節角速度、つまりパワーアシスト用電動
モータの回転軸の回転角度と角速度を計算する。
【００７３】
　本体電源部３０は、バッテリ１６１を含んで構成される。本体電源部３０は、バッテリ
１６１からの電力を制御ユニット２０及び各モータドライバ４５Ａ、４５Ｂ並びに回転駆
動部４０Ａ、４０Ｂに供給している。
（電流検出部７２）
【００７４】
　電流検出部７２は、回転駆動部４０に供給される駆動電流を検出するための部材である
。電流検出部７２で検出された駆動電流に関する情報は、本体制御部２１に送出され、電
流量が監視される。そして駆動電流が所定の電流値以上になったことを検出すると、本体
制御部２１が、アシスト動作の制限や停止を行うことで、安全性を高めることができる。
また、本体電源部３０の放電が適切に行われていることを監視することもでき、バッテリ
の保護も図ることができる。このように電池の電流値をモニタすることで、バッテリの異
常を検出したり、非常時に緊急停止する等の安全機構を実現でき、パワーアシストロボッ
ト装置１００の信頼性高めることができる。
（温度検出部７４）
【００７５】
　さらに必要に応じて、本体電源部３０の温度を検出するための温度検出部７４を設けて
もよい。温度検出部７４は、本体制御部２１に接するように、あるいは近接して設けられ
、本体制御部２１の温度に関する情報を検出するための部材である。温度検出部７４で検
出された温度情報に基づいて、本体制御部２１の温度を演算する。これによって、本体制
御部２１の熱による誤動作や熱暴走を回避する。例えば、本体制御部２１の温度が、所定
の閾値温度を超えないように監視して、閾値温度を超えると、温度異常アラームを出した
り、アシスト動作を停止させる等の所定の安全動作を行う。
（操作部８０）
【００７６】
　操作部８０は、装着者やパワーアシストロボット装置１００の設定を行う作業者が、必
要な情報を設定、更新する等の入力操作を行うための部材である。操作部８０はパワーア
シストロボット装置１００に装着された本体操作パネルとしたり、又はパワーアシストロ
ボット装置１００とは別個の部材、例えば専用のコンソール等としてもよい。あるいは、
汎用のスマートフォンやタブレットに専用のアプリケーションをインストールして操作部
の機能を実現することもできる。また別個の操作部とする場合は、パワーアシストロボッ
ト装置１００との間でデータ通信するための通信インターフェースを設ける。例えば後述
する図１８に示す本体側無線通信部でもって操作部８０とデータ通信するようにしてもよ
いし、あるいはパワーアシストロボット装置に操作部とデータ通信を行うための専用の無
線通信部を別途設けてもよい。また操作部８０で行われた設定内容は、パワーアシストロ
ボット装置１００の本体側メモリ部２３に保持される。なお操作部８０を別部材として、
データ通信によりパワーアシストロボット装置１００の設定を書き換える場合、パワーア
シストロボット装置１００の本体側メモリ部２３に設定内容を保存しておくことができる
。
【００７７】
　操作部８０には必要に応じて設定項目を表示させるための表示部を設けてもよい。表示
部は、ＬＥＤ等の発光部材で構成される。あるいは、表示部を液晶ディスプレイや有機Ｅ
Ｌパネル等としてもよい。またタッチパネルとすることで、操作部と表示部を兼用させて
もよい。
（動作種別入力部８１）
【００７８】
　この操作部８０は、装着者が求めるアシスト動作の入力を受け付けるための動作種別入
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力部８１の機能を果たす。動作種別入力部８１から入力されたアシスト動作の動作種別は
、本体制御部２１に送出され、本体制御部２１は入力された動作種別に応じたアシスト動
作を行うよう、回転駆動部４０を制御する。このような構成により、装着者が必要とする
アシスト動作が明示的に示される結果、従来のように装着者の動作から必要なアシスト動
作の種別を推測して、必要な機能を切り分ける処理を不要とでき、パワーアシストロボッ
ト装置１００側の処理を簡素化できる上、誤動作も排除できる利点が得られる。また、不
要なアシスト動作をＯＦＦすることで、安全性も高めることができる。なお動作種別入力
部８１は、図１８の例では操作部８０に組み込まれているが、この構成に限らず、例えば
動作種別入力部の機能を制御ユニット２０に実装することもできる。これにより作業中に
操作部８０を取り出して操作する手間が省け、動作種別の変更動作を更に簡易とできる。
【００７９】
　好ましくは、動作種別入力部８１を、予め用意された複数のアシスト動作の選択肢の中
から、ユーザに所望のアシスト動作を選択させるモード切替スイッチとする。これにより
、装着者が必要とするアシスト動作を選択式とすることで、必要なアシスト動作を簡便に
呼び出すことが可能となり、操作性や使い勝手が向上する。
（アシスト動作）
【００８０】
　選択可能なアシスト動作としては、装着者の歩行、荷物等の持上げ対象物の持上げ、中
腰姿勢、ダンパー動作等が挙げられる。ダンパー動作とは、急激な姿勢の変化に対向する
抗力を生じさせて該変化を緩衝させる機能である。ダンパー動作以外については、装着者
の大腿部の動きを検出し、これに沿うようにアシストするトルクを加える。一方ダンパー
動作はこれとは逆に、装着者の急激な姿勢の変化を検出して、これに対向するようにトル
クを抗力として加える。例えば、図１７に示すように、重い荷物を持ったときなど急に前
屈みになる方向に腰が落ち込む場合、このような急激な変化を６軸センサ７０や回転検出
部４２でもって検出して、腰を落ち込まないように抗力を生じさせる、あるいは体を支え
て動かないようにするアシスト動作を行うことで、装着者の腰を守ることができる。これ
により、従来は重い荷物の持ち上げ時その重さにより腰が急に落ちるような事態から装着
者を保護することが可能となる。このようなダンパー動作も、装着者の動作を検出してア
シストするアシスト動作に含める。なおダンパー動作における体の支持は、一定時間（例
えば１０秒間）継続するように設定してもよいし、装着者から明示の解除指示があるまで
継続するように構成してもよい。
（動作パラメータ入力部）
【００８１】
　また、パワーアシストロボット装置１００に動作種別パラメータ入力部を付加してもよ
い。動作パラメータ入力部は、上述した操作部８０と兼用してもよいし、また別の部材と
してパワーアシストロボット装置１００に付加してもよい。図１６の例では、動作パラメ
ータ入力部を操作部８０と兼用する例について説明する。装着者は手で動作パラメータ入
力部を操作する。
【００８２】
　動作パラメータ入力部は、動作パラメータを指定するための部材である。動作パラメー
タとは、パワーアシストロボット装置１００の動作に必要な変数（パラメータ）である。
これらの動作パラメータの組みは、本体側メモリ部２３に保持される。動作パラメータの
組みは、好ましくは装着者のアシスト動作と関連付けて保存される。すなわち、パワーア
シストロボット装置１００の運用前の設定時において、一の装着者に対する一のアシスト
動作を構成する複数の動作パラメータの組みをパラメータセットとして本体側メモリ部２
３に保持する。そしてパワーアシストロボット装置１００の運用時において、本体制御部
２１は、動作種別入力部８１で選択された動作種別に応じたパラメータセットを本体側メ
モリ部２３から読み込み、パラメータセットに含まれる各動作パラメータに従い、アシス
ト動作を行う。
【００８３】
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　また一の動作種別と対応するパラメータセットは、必ずしも１：１とする必要はなく、
一の動作種別に対して複数のパラメータセットを登録しておくように構成することも可能
である。例えば動作種別として「持上げ」を選択する場合、荷重に応じて、アシスト動作
で提供されるトルクの量を、大、中、小のそれぞれに対してパラメータセットを用意して
おき、実際の荷揚げの量や当日の装着者の体調等に応じて選択するよう構成してもよい。
あるいは、複数のパラメータセットを登録することなく、一のパラメータセットのみを登
録しつつ、これを中心に、アシスト動作で提供されるトルクの量を若干（例えば１０％）
増やしたパラメータセットを「サポート強め」、若干減らしたパラメータセットを「サポ
ート弱め」として、装着者がサポート量の強、中、弱を選択可能としてもよい。この方法
であればパラメータセットの設定作業を簡素化できる。
【００８４】
　なお、各パラメータセットを、アシスト動作のみならず、装着者とも関連付けておくこ
とが好ましい。これにより、一のパワーアシストロボット装置１００を複数の装着者で共
用する場合、操作部８０で装着者を選択した上で、動作種別を指定することで、選択され
た装着者に関連付けて保存された、動作種別のパラメータセットが読み出されて、これに
従いアシスト動作が実行される。これにより、従来は困難であった複数人によるパワーア
シストロボット装置１００の共用化が実現される。装着者は予め氏名やコード名等で本体
側メモリ部２３に登録しておくことが好ましい。
【００８５】
　さらに、登録されたパラメータセットを構成する各動作パラメータは、適宜変更するこ
とが可能である。この場合は、装着者が実際にパワーアシストロボット装置１００を操作
しながら、動作パラメータを試行錯誤で変化させながら、最適な値に調整していく。この
際、パラメータセットを構成する動作パラメータを一斉に更新するのでなく、一つずつ更
新するようにすることが好ましい。複数の動作パラメータを同時に書き換えると、予想外
の動作をすることがあり、またそのような変化の原因がどの動作パラメータに起因するの
かを特定することも容易でないことがある。そこで、動作パラメータの一斉更新を禁止し
、更新は一つずつとすることで、一の動作パラメータを変化させた後のアシスト動作の様
子を確認しながら更新するようにして、装着者の安全を図ると共に、リアルタイムで動作
パラメータの変化を把握できるようにし、動作の最適化や動作不良の原因の特定もし易く
できる。
（安全機能）
【００８６】
　さらに、所定の時間以上、予め定められた動作又は姿勢を装着者が継続していないかを
監視し、これを検出した場合には本体制御部２１がアシスト動作の提供を停止するように
設定してもよい。これにより、通常の使用用途では起こり難い動作や姿勢を検出してアシ
スト動作の停止させることで、意図しない危険を回避して安全性を高めることができる。
例えばパワーアシストロボット装置１００を装着したまま車の運転をするといった事態を
避けたり、着座したらアシスト動作は不要と判断して電源をＯＦＦにするといった制御が
可能となる。
（変形例）
【００８７】
　さらにパワーアシストロボット装置１００に、装着者の手に装着する手スイッチユニッ
トを付加してもよい。このような例を変形例として、図１８に示す。この図に示すパワー
アシストロボット装置２００は、手スイッチユニット９０を付加している。手スイッチユ
ニット９０は、手袋型に構成され、装着者の何れかの手に装着される。
（手スイッチユニット９０）
【００８８】
　手スイッチユニット９０は、指センサ部９１と、指側無線送信部９２と、指電源部９３
を備える。また制御ユニット２０は、図１６の構成に加えて、本体側無線通信部２４を備
える。本体側無線通信部２４は、手スイッチユニット９０の指側無線送信部９２からの情
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報を無線で受信するための通信インターフェースである。
【００８９】
　指電源部９３は、指側無線送信部９２及び指センサ部９１に電力を供給する。指電源部
９３は、小型の一次電池や充電可能な蓄電池等が利用できる。特にボタン電池は、安価で
入手でき小型であることから、装置の小型軽量化に資し、好ましい。指センサ部９１は装
着者の指で触れた反力を検出する手指反力検出部である。また指センサ部９１を使って、
アシスト機能のＯＮ／ＯＦＦの切り替えを行うように構成してもよい。例えば荷揚げの際
に指センサ部９１が荷物に触れるとアシスト機能がＯＮされ、指センサ部９１を荷物から
離すとアシスト機能をＯＦＦするように構成してもよい。
【００９０】
　指側無線送信部９２は、指センサ部９１の状態、すなわち指センサ部９１によって検出
された検出結果を、本体側無線通信部２４を介して本体制御部２１に送っている。指セン
サ部９１は、装着者が装着する手の、手袋の指の掌側の部分に配置され、予め定める値以
上の荷重がその部分に作用しているか否かを検出する。
【００９１】
　指側無線送信部９２は、装着者の手で得た情報を、常時通信させるのでなく必要なタイ
ミングで送出することにより、電力消費量を低減できる。また指側無線送信部９２は、本
体無線通信部に対して、検出信号を送出すべきタイミングで、周波数ホッピング方式にて
検出信号を送出するよう構成してもよい。これにより、従来のように無線通信毎に異なる
周波数を割り当てる手間を省き、同じ作業領域内に複数台の手ユニットやパワーアシスト
ロボット装置の混在を許容することが可能となる。通信方式は、専用の通信方式としても
よいが、好ましくは規格化された通信方式やこれに準拠した通信方式、例えばBluetooth
（商品名）Low Energy（ＢＬＥ）や、ＢＬＥ準拠とする。これにより、低消費電力で安定
した無線通信が安価に実現できる。
【００９２】
　次に、パワーアシストロボット装置１００の運用時における股関節制御シーケンス処理
の処理手順を図１９のフローチャートに示す。まずステップＳ１９１において、動作種別
の入力を促す。ここでは装着者に対し、動作種別入力部８１から所望のアシスト動作を選
択させる。装着者は、提示された選択肢である歩行、持上げ動作、中腰姿勢、ダンパー動
作の４つから、所望の動作種別を一つ選択する。
【００９３】
　ステップＳ１９１において、歩行が選択された場合はステップＳ１９２－１に進み、歩
行状態の判断を行う。具体的には、本体制御部２１は、股関節角度及び６軸センサ７０で
検出された加速度、角速度に基づいて、歩行動作が行われているか否かを判断する。歩行
動作が検出されない場合は、検出されるまでループしてステップＳ１９２－１の処理を繰
り返す。検出されると、ステップＳ１９３－１に進み、歩行判断結果に従い歩行制御を行
う。具体的には、本体制御部２１は、歩行動作を行っているとき、時々刻々変化する股関
節角度および加速度、角速度に基づいて、歩行動作をアシストするための遊脚側のアシス
トトルクおよび保持脚側のアシストトルクを計算する。
【００９４】
　一方、ステップＳ１９１において持上げ動作が選択された場合は、ステップＳ１９２－
２において、上体の判断を行う。具体的には、本体制御部２１は、股関節角度及び６軸セ
ンサ７０で検出された加速度、角速度に基づいて、体動作を行っているか否かを判断する
。持上げ動作は、上体を曲げ、次に上体を起こす動作である。持上げ動作が検出されない
場合は、検出されるまでループしてステップＳ１９２－２の処理を繰り返す。検出される
とステップＳ１９３－２に進み、持上げ制御を行う。具体的には、本体制御部２１は、持
上げ動作を行っているとき、持上げ動作をアシストするためのアシストトルクを計算する
。本体制御部２１は、両脚に必要な、股関節角度に応じたアシストトルクを算出する。
【００９５】
　また、ステップＳ１９１において中腰姿勢が選択された場合は、ステップＳ１９２－３
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において、中腰判断を行う。具体的には、本体制御部２１は、股関節角度及び６軸センサ
７０で検出された加速度、角速度に基づいて、中腰角度に到達したか否かを判断する。中
腰動作は、中腰姿勢での動作である。中腰姿勢が検出されない場合は、検出されるまでル
ープしてステップＳ１９２－３の処理を繰り返す。検出されるとステップＳ１９３－３に
進み、中腰制御を行う。具体的には、本体制御部２１は、中腰動作を行っているとき、中
腰動作をアシストするためのアシストトルクを計算する。本体制御部２１は、両脚に必要
な、股関節角度に応じたアシストトルクを算出する。
【００９６】
　さらに、ステップＳ１９１においてダンパー動作が選択された場合は、ステップＳ１９
２－４において、ダンパーが必要な動作変化が生じているか否かの判断を行う。ここでダ
ンパーが必要な動作変化とは、急激な上体の変化を伴う腰の曲げ動作などである。具体的
には、本体制御部２１は、股関節角度及び６軸センサ７０で検出された加速度、角速度に
基づいて、急激な姿勢の変化が生じているか否かを判定する。変化がない場合は、変化を
検出するまでループしてステップＳ１９２－４の処理を繰り返す。変化が検出された場合
は、ステップＳ１９４－４に進み、ダンパー動作を行う。具体的には、本体制御部２１は
、ダンパー動作が必要な姿勢の急激な変化が生じたとき、姿勢の変化を生じさせないよう
にアシストするためのアシストトルクを計算する。本体制御部２１は、両脚に必要な、股
関節角度に比例したアシストトルクを算出する。
【００９７】
　ステップＳ１９４では、本体制御部２１は、歩行制御、持上げ制御、中腰制御、ダンパ
ー制御に関して、本体側メモリ部２３に予め保持されたパラメータセットを読み込み、制
御出力を調整する。そしてステップＳ１９５で、算出したアシストトルクを出力するよう
に、各モータドライバユニット４１Ａ、４１Ｂを制御して、パワーアシスト用電動モータ
を駆動させて、股関節制御シーケンス処理を終了する。
【００９８】
　動作種別の判定やアシスト動作に関して、優先度を設定してもよい。例えば持上げ制御
の優先度が最も高く、中腰制御の優先度、歩行制御の優先度がそれに続き、ダンパー動作
が最も低くなるように予め設定しておくことができる。このように、動作種別に関して優
先順位を予め設定しておくことにより、装着者側ではなく、本体制御部２１において動作
を推定して切り分けることが可能となる。なお、上記の優先順位は、特に農作業をアシス
トするために定められたものであるが、持上げ制御及び中腰制御の優先順位は、必要に応
じて、適宜設定変更することができる。
【産業上の利用可能性】
【００９９】
　本発明のパワーアシストロボット装置は、重作業用、軽作業用のパワーアシストスーツ
に適用できる。例えば農作業用、工場用、介護用、リハビリ用、災害救助用等の分野で好
適に利用できる。
【符号の説明】
【０１００】
１００、２００…パワーアシストロボット装置
１０…腰部フレーム
１１、１２、１３…収納空間
２０…制御ユニット
２１…本体制御部
２２…電源制御部
２３…本体側メモリ部
２４…本体側無線通信部
３０…本体電源部
４０、４０Ａ、４０Ｂ…回転駆動部
４１…モータドライバユニット
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４１Ａ…左モータドライバユニット；４１Ｂ…右モータドライバユニット
４２、４２Ａ、４２Ｂ…回転検出部
４３…腰ベルト用スリット
４４…大腿部フレーム
４５Ａ…左モータドライバ；４５Ｂ…右モータドライバ
４６…足受け部
４７…足受け部揺動軸
４８…股ベルト
５０…上体フレーム
５２…連結フレーム
５４…揺動軸
６０…腰サポートベルト
６２…胸部ガイド
６４…肩ベルト
７０…６軸センサ
７２…電流検出部
７４…温度検出部
８０…操作部
８１…動作種別入力部
９０…手スイッチユニット
９１…指センサ部
９２…指側無線送信部
９３…指電源部
１０００…重作業用アシストスーツ
１０１…電動モータ
１１４…受け部
１１００…本体ユニット
１１１０…第一無線通信部
１１３０…中央制御部
１２０１、１２０２…モータドライバユニット
１２１、１２２…モータドライバ
１２４…受動回転軸
１２９…胸部ガイド
１３００…右足底ユニット
１３３…爪先スイッチ
１３４…踵スイッチ
１３５…受動回転軸
１４００…左足底ユニット
１４３…爪先スイッチ
１４４…踵スイッチ
１５００…ハンディ端末
１６００…バッテリユニット
１７００…右手スイッチユニット
１８００…左手スイッチユニット
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